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第 ３ 期秋田県肝炎対策推進計画（案）の概要について

◇肝炎に関する正しい知識の普及啓発
　・母子保健指導を通じた啓発
          Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種が必要であることを、
　 市町村等の母子保健指導を通じて啓発
　・職域への啓発
　　　心身等への負担がより少ない治療が可能となった
　　ことを踏まえ、働きながら継続的に治療を受けること

　　ができるよう、事業主等へ啓発

◇肝炎ｳｲﾙｽ検査の受検勧奨と陽性者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ推進　
　・肝炎ウイルス検査体制の整備
　　　 スクリーニング検査の推進のほか、医療関係者に　 
      対する助成制度の周知による初回精密検査及び定 
      期検査を実施する委託医療機関の拡充
　・陽性者フォローアップ
　　　陽性判定者が適切な治療を受けられるよう検査後
のフォローアップを推進

○肝炎医療コーディネーターの活動拡充

○定期検査の助成制度利用件数の増加

○スクリーニング検査陽性判定者のうち、初回精密検査
の助成制度利用率の増加

○スクリーニング検査の受検者数の増加
　 保健所、委託医療機関、市町村が実施する肝炎ウイ

ルス検査受検者総数

【計画の趣旨】
 　 肝がんの多くは肝炎ウイルス感染に起因するが、感染しても自覚症状がないため、重症化する前に適切　　
な治療を行うことが必要である。そのため、本県の実情に応じた肝炎対策を計画的かつ効果的に推進する
ため本計画を策定する。

　　　　　　　
【現状】
　・本県の肝がんの死亡率は減少傾向にあるが、ここ数年は横ばい傾向

【課題】　
　　 肝がんの死亡率をさらに減少させるためには、肝炎ウイルス感染者を早期に発見し、適切な
　治療等につなげる必要がある。近年、肝炎ウイルス検査の受検者数が伸び悩んでいることから　
　対策を講じる必要がある。

【主な取組】　
  ①　肝炎ウイルス検査事業
　　　・保健所、委託医療機関等における肝炎ウイルス検査費用の助成
　②　初回精密検査、定期検査費用助成事業
　　　＜初回精密検査＞
　　　・陽性判定者精密検査費用の助成
　　　＜定期検査＞
　　　・治療終了後等における検査等費用の一部を年度２回助成
　③　肝炎治療に対する医療費助成（肝炎治療特別促進事業）
　④　肝がん・重度肝硬変に対する医療費助成（肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業）　　　　　
　⑤　肝炎患者等に対する相談支援事業
　　　・拠点病院（秋田大学医学部附属病院・市立秋田総合病院）肝疾患相談・支援センター
　⑥　肝炎医療コーディネーター養成事業
　　　・肝炎治療等に関する知識を習得し、受検勧奨、陽性判定者へ受診勧奨を行う保健師、薬剤師　
　　　　等の養成
　⑦　感染の予防や正しい知識の普及啓発事業
　　　・日本肝炎デー（７月28日）等に関する集中的な普及・啓発

本県の現状・課題とこれまでの取組 具体的な取組

【計画の位置付け】
　「肝炎対策基本法」及び「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」の趣旨を踏まえた県計画

【計画期間】
　令和５年度～令和９年度

　　　ウイルス性肝炎の患者から肝硬変・肝がんへ
　　　移行する者を減少させる。

目指すべき方向と指標

◇患者への支援

　・肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治
療研究促進事業の継続、各助成制度の周知徹底

保健・疾病対策課

◇肝炎医療コーディネーターの活動支援

　・活動状況の把握と情報提供、スキルアップ研修等の
開催

※75歳未満年齢調整死亡率…高齢化の影響を除去した評価指標（人口10万人対）

現状 目標

約51,000人（H20～R2) 70,000人（R9)

現状 目標

人数 330人（R3) 500人(R9)

配置 19市町村（R3) 全市町村(R9）

指標

目指すべき方向性

現状 目標

34％（H30～R2) 50％（R9）

現状 目標

69件（H30～R2) 年100件（R9）

◇適切な肝炎治療の推進

　・肝疾患診療ネットワークの強化
　  県専用診療情報提供書の活用により、陽性判定者　　　　
　　を専門医療機関等へ紹介
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　　第２期秋田県自殺対策計画（案）の概要について　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆　基本施策

　・市町村自殺対策計画の進捗管理、市町村・民間団体が行う活動支

　　援の強化

　・秋田ふきのとう県民運動の推進、地域・医療・福祉等のネットワ

　　ークの強化

　・医療従事者等や福祉に関わる職員など、自殺対策を支える人材の

　　育成

　・街頭キャンペーンやふきのとうホットラインの配布による住民へ

　　の啓発と周知

　・自殺未遂者や自死遺族への支援、孤独・孤立対策との連携による

　　生きることの促進要因への支援

　・児童生徒のＳＯＳの出し方、大人のＳＯＳの受け方に関する教育

　　の推進　など

◆　重点施策

　・民・学・官・報が連携する自殺対策の推進や民間団体の人材育成

　　に関する支援

　・ＳＮＳの活用、子どものＳＯＳの出し方、相談支援の拡充　　

　・高齢者の傾聴サロン等の居場所づくり体制の強化、相談窓口の情

　　報発信

　・生活困窮者向け多重債務の相談窓口の連携強化、生活支援の充実

　・経営者や勤労者向けの職場のメンタルヘルス対策

　・医療関係者や相談機関相談員等への精神疾患等対応研修などの健

　　康問題対策

　・自殺未遂者の調査研究・検証・成果の活用及び地域・医療・福祉

　　等の連携

　・困難な問題を抱える女性や妊産婦への支援　など

◆　その他関連施策

　・ふるさと教育や道徳教育の推進、教育相談体制の充実　など

　　　　　　　

　　

　　　

◆　全国の自殺死亡者数（以下、「自殺者数」という）は依然と
　 して年間２万人を超える水準で推移していることから、今後
　５年間で取り組むべき施策を新たに位置づけ。

　・子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化

　・女性に対する支援の強化

　・地域自殺対策の取組強化

　・総合的な自殺対策の更なる推進・強化

　１　数値目標

　２　関連指標

◆　今までの自殺対策への評価

　　　※秋田大学自殺予防総合研究センターが行った調査

　　　　調査対象　20-79歳の県民　５，０００人、ランダムサンプリング

　　　　有効回答　２，５１５人（有効回答率５０．３％）
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「人口動態統計」

Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年 Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 R１年 R２年 R３年

率 秋田県
全国平均

項目 指標
R3年度
（現状）

R9年度
（目標）

1 自殺対策計画の策定済み市町村数 25市町村 25市町村更新

2 心はればれゲートキーパーの認知度 ５．９％ １／３以上

3
自殺予防週間や自殺対策強化月間、いのち
の日、秋田県いのちの日の認知度

５２．０％ ２／３以上

4
よりそいホットライン、こころの健康相談統一ダ
イヤル、ふきのとうホットラインの認知度

３９．０％ ２／３以上

5
心はればれゲートキーパー養成講座の受講者
数

７，９２１人 １４，０００人以上

6
SOSの出し方に関する教育の実施校の割合
（高等学校）

３．８％ ５０％以上

7
SOSの出し方に関する教育の実施校の割合
（小中学校）

３０．７％ ４０％以上

※項目２～４は、県が３年ごとに実施している「健康づくりに関する調査」により把握（Ｒ３年度調査）

自殺死亡率の推移

新たな「自殺総合対策大綱」のポイント

自殺に関する調査結果

数値目標等 ２期計画における新たな施策の体系
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率
秋田県の自殺死亡率・自殺者数

自殺者数

自殺死亡率

現状

※点線は計画目標

１期計画← →２期計画

Ｈ２７年
（大綱基準年）

R３年
（現状）

R７年
（大綱目標年）

R９年
（計画目標）

自殺者数 ２６２人 １７７人 １５０人以下 １４０人以下

自殺死亡率 ２５．７ １８．８ １６．８以下 １６．３以下

Ｈ２７年比 － △２６．８％ △３４．６％以上 △３６．６％以上

自殺者数 ２３，１５２人 ２０，２８２人 １６，０００人以下 －

自殺死亡率 １８．５ １６．５ １３．０以下 －

Ｈ２７年比 － △１０．８％ △３０．０％以上 －

秋
田
県

全
国

※自殺死亡率　人口１０万人あたりの自殺者数

※自殺総合対策大綱の数値目標　「平成２７年の自殺死亡率を令和８年（７年実績値）
までに３０％以上減少」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自殺対策基本法第１３条第１項に基づく都道府県計画であり、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けた対策を推進するため、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国の大綱や県民の意見、現行計画の課題を踏まえ、 第２期計画を策定する。
計画策定の趣旨

　・国は、新たな大綱の中で、女性や子どもの自殺増加に加え、人

　　間関係の希薄化による、自殺に繋がりかねない問題の深刻化を

　　指摘している。

　・秋田県では、自殺理由の「経済・生活問題」や「勤務問題」の

　　割合の増加が男性では30～60歳代、女性では50～60歳代で見ら

 　 れる。

    （県警調べの自殺実態による）

【計画期間：令和５年度から令和９年度】　 　保健・疾病対策課

新型コロナウイルス感染症の影響
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秋田県医療の目指す姿について

○ 役割分担と連携の強化により、必要とされる医療を効率的に提供できる体制

 

高度な医療を支える柱となる病院
・高度で専門的な医療の提供
・重症・重篤患者の救急受入れ
・他の医療機関へのサポート
 （診療応援、コンサルテーション）

主に急性期医療を担う病院
・24時間365日の確実な救急受入れ
・急性期疾患の治療・手術・入院
・地域包括ケアシステムを支える病院等
 との連携・支援

【医療機関の連携】
 ・患者の病状の変化に応じた受診先の紹介や
  転院調整
 ・ＩＣＴを用いた診療情報の共有や遠隔診療
  （あきたハートフルネット、
   急性期診療ネットワーク）
 ・診療のサポート
  （医師派遣、コンサルテーション）
 ・医師のキャリア形成の仕組み

地域包括ケアシステムを支える病院
・軽・中等症患者の救急受入れ
・回復期患者の受入れ
・在宅患者の入院受入れ
・在宅復帰に向けた支援

【地域包括ケアシステム】
  多職種連携により地域での生活を
  支える仕組み

 ・ＩＣＴを用いた自宅療養者の情報共有
  （ナラティブブック）

＜住まい＞

＜生活支援＞
 ・見守り
 ・配食サービス 等

＜介護・福祉サービス＞
 ・施設・居住系サービス
 ・在宅系サービス

 人口減少と高齢化の進行

○患者数の減少
  
  患者や症例の減少に関わらず、高度な専門的医療を提供できる体制を確保する必要がある
  専門医の養成や技術の維持向上のためには、十分な症例を経験できる環境を整える必要がある
○医療ニーズの変化
  高齢者（後期高齢者）の増加に伴い、地域包括ケアシステムを支える機能の重要性が増してくる
  【充実が求められる機能例】
   ・急性期における治療を終えた患者へのリハビリテーションの提供
   ・かかりつけ医や介護支援専門員等との連携による、在宅療養生活への円滑な移行支援
   ・在宅療養者の病状急変・増悪時の救急治療・入院受入れ

 働き方改革の推進

 医師等の不足・偏在

○医療機能に応じた適切な医師配置
  医療の質・安全の確保や持続可能な医療提供のためには、医師が健康に働き続けられる環境を整
  備する必要がある
  医師数に限りがある中で働き方改革を進めるためには、地域の中での医療機能を分担した上で、
  医療機関の果たすべき機能に応じた適切な医師数の配置が必要である

○必要な医療を確実に提供するための体制構築
  高度な手術を行う病院や２４時間患者の受入れに対応する救急病院においては、医師以外の医療
  スタッフを含めた人的体制の強化が求められる
  救急病院等の体制強化のためには、地域の医療機関全体の役割と体制の見直しを併せて考える必
  要がある
  複数の疾患を抱える高齢者の増加に対し、幅広い疾患に対応できる総合診療医が不足している
○医師等のキャリア形成
  医師等の県内定着のためには、各医療機関での勤務を通して、専門性を高めることができる環境
  を提供する必要がある

　２　課題解決のための対応方針

 ○各医療機関の役割分担による効率的な医療提供

 ○より広域的な機能分化・連携強化（医療圏のあり方）

 ○医師等がスキルアップしながら働き続けられる環境の整備

・

・医療資源の配分や、機能分化・連携強化に関する医療関係者間での具体的協議

住み慣れた地域で暮らし続けたいという県民のニーズに応え、かつ、

質の高い医療を将来にわたって持続的に提供できる体制の構築

　４　今後の進め方

　３　目指す姿のイメージ １ 秋田県医療 課題

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和４年度 令和５年度
令和６年度～

医療計画

地域医療構想

次期計画案の検討
計画案の

諮問・答申

地域医療構想（～ 令和７(2025)年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※構想区域ごとの協議を継続

第７次医療計画（平成30(2018)年度 ～ 令和５(2023)年度）

第８次医療計画
（令和６～11年度）

○中間報告 ○提言

【地域医療構想の実現に向けたワーキンググループ設置事業】

＜予防・健康づくり＞
 ・各種検（健）診
 ・健康づくり活動 等

薬局

・訪問診療
・訪問看護
・訪問薬剤
・オンライン診療

医務薬事課
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